
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇応募要件等 
・補 助 額：５万円（上限） ※１０/１０補助 

・対 象 者：新庄市内に所在する中小企業、個人事業主 

      （詳細は裏面又は市ＨＰをご覧ください） 

〇お問い合わせ先 

新庄市環境エネルギー課 

Tel ：0233-29-5826（直通） 

Mail：kankyou@city.shinjo.yamagata.jp 
ネット検索：「新庄市 省エネ診断 補助金」 

〇令和８年度予算：５０万円 

〇補助対象者・補助対象住宅について各種条件あり 

〇市予算の範囲内での補助となることに留意 

市内中小企業などが実施する省エネ診断や伴走支援等の費用を支援します。 

省エネ診断・ 

伴走支援 

事業費補助金 

５万円 
 

補助金最大 
 

新庄市 



新庄市省エネ診断・伴走支援事業費補助金 

 

省エネルギー診断や伴走支援を活用した中小企業等に対し、費用の一部を補助します。 

 

１．補助制度の概要 

 （１）補助対象となる事業及び補助金額 

主体 No． 補助対象事業 支援概要 申込先 補助率 上限 

経
済
産
業
省 

１ 省エネクイック診断 使用エネルギー

の現状把握・改

善策提案 各受託 

事業者 

10/10 ５万円 

２ 省エネお助け隊の診断 

３ 省エネ最適化診断 

４ 省エネ伴走支援※ 
省エネ診断結果

を踏まえた対策

実施の伴走支援 

中
小
機
構 

５ ハンズオン支援※ 

経営方針・戦略

立案等に係る支

援 

中小 

機構 

※NO.4「省エネ伴走支援」には、『省エネお助け隊』『省エネ最適化診断』それぞれでメニューがあります。 

※ハンズオン支援については、明確な支援メニュー（選択肢）が設けられていないため、支援実施の前段 

で中小機構が作成する「支援計画書」に温暖化対策が記載されていることが確認できるものを補助対 

象とします。 

 

（２）補助対象者 

補助対象者については、補助対象事業を利用し、市税の滞納がなく、以下のいずれかに

該当する者が補助対象者となります。 

NO. 要件 

1.  新庄市内に事業所を有する※1中小企業者※2であること 

2.  会社法上の会社に該当しないもので、市内に本社を有する事業者であること 

※1：市内に事業所を有するとは：本社や本店が市外に在るとしても、市内に事業所を構えており、市内の事 

業所にて補助対象事業を実施する場合は、補助対象者となります 

※2：中小企業者とは：中小企業基本法第２条に規定された要件に該当する会社及び個人をいいます 

 

  

令和８年度 

【参考】補助対象事業の概要 

①省エネ診断（省エネクイック診断・省エネお助け隊・省エネ最適化診断） 

…診断員が事業所を訪問し、エネルギーの使用状況を調査のうえ、エネルギー使用状

況や改善提案を行う支援制度 

②伴走支援（省エネお助け隊の支援メニュー） 

…「省エネ診断」実施後に、更なる診断調査を希望する場合や、診断結果にもとづく改

善策の実施に際して支援が必要な場合、診断員等が伴走支援を行う制度 

③ハンズオン支援 

…専門家派遣により、経営課題や改善計画等について共に検討・整理を行う支援 



２．申請の流れ 

 補助金の申請にかかる手順は以下のとおりです。 

NO. 手続き 内容 

1.  対象支援の実施 

・補助対象となる支援メニューを実施します 

※実施に際しては、事業者様が支援実施機関に直接相

談・申請を行っていただく必要があります 

2.  
対象支援に係る

費用の支払い 

・事業者様から支援機関に対して、支援に要した費用

のお支払い行います 

3.  
補助金の申請 

（交付申請） 

・支援やお支払いが全て完了した後に、市に対して 

補助金の申請を行います。 

・提出物：様式第 1号（必要書類を添付のこと） 

4.  補助金の請求 

・市から「交付決定兼額確定通知書」が届いたら、 

補助金の請求を行います。 

・提出物：様式第２号（必要書類を添付のこと） 

5.  補助金の支払い ・市から、補助金が振り込まれます。 

※補助対象事業ごとに、手続き NO.１と２が前後する場合があります。 

 

３．留意点 

 ・補助対象の事業については、「令和８年４月１日から令和９年２月２８日までに実施完了」

していることが要件になります 

   ※「実施完了」とは、支援先への支払いが完了していることを指します。 
診断等の支援実施に加え、支援内容の報告会等も支援内容に予定されている場合があ

るため、支援の活用に際してはスケジュールにご留意ください。 

 ・同年度中に「省エネ診断」、「伴走支援」、「ハンズオン支援」のそれぞれ１回ずつ、補助金

活用を行うことが可能です（ex：省エネ診断⇒伴走支援）。 

その場合、補助金の申請はそれぞれで行う必要があることにご留意ください。 

 ・省エネ診断及び伴走支援の実施事業者については、経済産業省における受託事業者選

定が完了し次第、各支援の HPにおいて情報公開がなされます 

 

※申請書は下記の市HPから 

ダウンロード 

してください 

〇お問い合わせ先 

 新庄市環境エネルギー課 

 TEL：0233-29-5826（直通） 

 Mail：kankyou@city.shinjo.yamagata.jp 


